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(57)【要約】
【課題】煩雑な作業を行うことなく、監視カメラの調整
を行うことが可能な監視カメラシステムを提供すること
。
【解決手段】通信回線網３００を介して監視カメラ１０
０とサーバ２００とが接続されたシステムであって、監
視カメラ１００は、所定の機能を動作させるモータ６８
と、モータ６８を動作させるための調整値の要求を、監
視カメラ１００の設置場所の形態パターンに応じてサー
バ２００へ送信する送信部１０２と、サーバ２００から
調整値を受信する受信部１０２と、受信した調整値に基
づいてモータ６８を制御する駆動制御部１０６と、を備
え、サーバ２００は、形態パターンと対応付けて調整値
を記憶したデータベース２０４と、監視カメラ１００か
らの要求に応じて、特定の形態パターンにおける調整値
をデータベース２０４から抽出する抽出部と、抽出した
調整値を監視カメラへ送信する送信部と、を備える。
【選択図】図４



(2) JP 2008-172425 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線網を介して監視カメラとサーバとが接続された監視カメラシステムであって、
　前記監視カメラは、
　所定の機能を動作させる駆動部と、
　前記駆動部を動作させるための調整値の要求を、前記監視カメラが設置される場所の形
態パターン又は前記監視カメラの動作パターンに応じて前記サーバへ送信する送信部と、
　前記サーバから前記調整値を受信する受信部と、
　受信した前記調整値に基づいて前記駆動部を制御する駆動制御部と、を備え、
　前記サーバは、
　前記形態パターン又は前記動作パターンと対応付けて前記調整値を記憶したデータベー
スと、
　前記監視カメラからの要求に応じて、特定の前記形態パターン又は特定の前記動作パタ
ーンにおける前記調整値を前記データベースから抽出する抽出部と、
　抽出した前記調整値を前記監視カメラへ送信する送信部と、
　を備えることを特徴とする、監視カメラシステム。
【請求項２】
　前記所定の機能は、前記監視カメラのフォーカス位置調整機能、ズーム位置調整機能、
パン位置調整機能、及びチルト位置調整機能の少なくとも１つであることを特徴とする、
請求項１に記載の監視カメラシステム。
【請求項３】
　前記サーバの前記データベースは、前記形態パターンにおける前記監視カメラの位置情
報と前記調整値とを対応付けて記憶し、
　前記サーバの前記送信部は、前記データベースから抽出した前記調整値と当該調整値に
対応する前記位置情報とを前記監視カメラに送信し、
　前記監視カメラは、
　設置位置を表す位置情報を記憶する記憶部と、
　前記サーバから受信した位置情報と、前記記憶部に記憶された位置情報との認証を行う
認証部と、を備え、
　前記駆動制御部は、前記認証部における認証が成立した場合に、前記調整値に基づいて
前記駆動部を制御することを特徴とする、請求項１又は２に記載の監視カメラシステム。
【請求項４】
　通信回線網を介して監視カメラとサーバとが接続された監視カメラシステムで用いられ
る監視カメラの調整方法であって、
　前記監視カメラの駆動部を動作させるための調整値を、前記監視カメラが設置される場
所の形態パターン又は前記監視カメラの動作パターンに応じて、前記サーバへ要求するス
テップと、
　前記調整値の要求を受信した前記サーバが、前記監視カメラからの要求に応じて、特定
の前記形態パターン又は特定の前記動作パターンにおける前記調整値をデータベースから
抽出するステップと、
　抽出した前記調整値を前記監視カメラへ送信するステップと、
　前記監視カメラが受信した前記調整値に基づいて前記駆動部を制御するステップと、
　を備えることを特徴とする、監視カメラの調整方法。
【請求項５】
　前記駆動部は、前記監視カメラのフォーカス位置調整、ズーム位置調整、パン位置調整
、及びチルト位置調整の少なくとも１つを行うことを特徴とする、請求項４に記載の監視
カメラの調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、監視カメラシステム及び監視カメラの調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時においては、例えば金融機関、商品を販売する店舗、公共施設等において、監視カ
メラ（監視用CCTVカメラ）が広く用いられている。特に近年では、ドーム型の小型の監視
カメラの需要が高くなっている。
【０００３】
　監視カメラを店舗などに設置する際は、所定の位置に設置した後、所望の画像を得るた
めにフォーカス位置、ズーム位置を調整する必要がある。また、所望の領域を撮像するた
め、パン調整、チルト調整を行う必要がある。
【０００４】
　光学機器のプログラム書き換えに関して、特開２０００－５０１４２号公報には、外部
からの信号によりプログラムを書き換える技術が記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－５０１４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、店舗や公共施設に監視カメラシステムを導入する際、または既に導入さ
れた監視カメラの動作パターンを改変する際には、複数の監視カメラのそれぞれについて
、上述したフォーカス位置、ズーム位置、パン位置、チルト位置のそれぞれを調整する必
要が生じる。この際、実際にカメラを動かして撮影領域を調整する場合もあり、監視カメ
ラの調整に非常に煩雑な作業が必要となっていた。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、煩雑な作業を行うことなく、監視カメラの調整を行うことが可能な、新規かつ改良さ
れた監視カメラシステム、監視カメラの調整方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、通信回線網を介して監視カメ
ラとサーバとが接続された監視カメラシステムであって、前記監視カメラは、所定の機能
を動作させる駆動部と、前記駆動部を動作させるための調整値の要求を、前記監視カメラ
が設置される場所の形態パターン又は前記監視カメラの動作パターンに応じて前記サーバ
へ送信する送信部と、前記サーバから前記調整値を受信する受信部と、受信した前記調整
値に基づいて前記駆動部を制御する駆動制御部と、を備え、前記サーバは、前記形態パタ
ーン又は前記動作パターンと対応付けて前記調整値を記憶したデータベースと、前記監視
カメラからの要求に応じて、特定の前記形態パターン又は特定の前記動作パターンにおけ
る前記調整値を前記データベースから抽出する抽出部と、抽出した前記調整値を前記監視
カメラへ送信する送信部と、を備える監視カメラシステムが提供される。
【０００９】
　上記構成によれば、監視カメラの駆動部を動作させるための調整値の要求が、監視カメ
ラが設置される場所の形態パターン又は監視カメラの動作パターンに応じてサーバへ送信
される。サーバでは、形態パターン又は動作パターンと対応付けて調整値を記憶したデー
タベースから、監視カメラからの要求に応じて、特定の形態パターン又は特定の動作パタ
ーンにおける調整値が抽出され、監視カメラへ送信される。そして、監視カメラでは、受
信した調整値に基づいて駆動部が制御される。従って、監視カメラが設置される場所の形
態パターン又は監視カメラの動作パターンに応じて取得された調整値に基づいて駆動部を
制御することが可能となり、監視カメラの調整の作業効率を大幅に向上することができる
。
【００１０】
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　また、前記所定の機能は、前記監視カメラのフォーカス位置調整機能、ズーム位置調整
機能、パン位置調整機能、及びチルト位置調整機能の少なくとも１つであっても良い。か
かる構成によれば、監視カメラが設置される場所の形態パターン又は監視カメラの動作パ
ターンに応じてサーバから送られた調整値に基づいて、フォーカス位置調整機能、ズーム
位置調整機能、パン位置調整機能、及びチルト位置調整機能のいずれかを行うことが可能
となる。
【００１１】
　また、前記サーバの前記データベースは、前記形態パターンにおける前記監視カメラの
位置情報と前記調整値とを対応付けて記憶し、前記サーバの前記送信部は、前記データベ
ースから抽出した前記調整値と当該調整値に対応する前記位置情報とを前記監視カメラに
送信し、前記監視カメラは、設置位置を表す位置情報を記憶する記憶部と、前記サーバか
ら受信した位置情報と、前記記憶部に記憶された位置情報との認証を行う認証部と、を備
え、前記駆動制御部は、前記認証部における認証が成立した場合に、前記調整値に基づい
て前記駆動部を制御するものであっても良い。かかる構成によれば、調整値に対応付けら
れた位置情報と、監視カメラの設置位置を表す位置情報との認証が成立した場合に、調整
値に基づいて監視カメラの駆動部が制御されるため、監視カメラの位置情報に応じて駆動
部を最適に制御することが可能となる。
【００１２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、通信回線網を介して監
視カメラとサーバとが接続された監視カメラシステムで用いられる監視カメラの調整方法
であって、前記監視カメラの駆動部を動作させるための調整値を、前記監視カメラが設置
される場所の形態パターン又は前記監視カメラの動作パターンに応じて、前記サーバへ要
求するステップと、前記調整値の要求を受信した前記サーバが、前記監視カメラからの要
求に応じて、特定の前記形態パターン又は特定の前記動作パターンにおける前記調整値を
データベースから抽出するステップと、抽出した前記調整値を前記監視カメラへ送信する
ステップと、前記監視カメラが受信した前記調整値に基づいて前記駆動部を制御するステ
ップと、を備える監視カメラの調整方法が提供される。
【００１３】
　上記構成によれば、監視カメラの駆動部を動作させるための調整値が、監視カメラが設
置される場所の形態パターン又は監視カメラの動作パターンに応じてサーバに要求される
。サーバでは、監視カメラからの要求に応じて、特定の形態パターン又は特定の動作パタ
ーンにおける調整値がデータベースから抽出され、監視カメラへ送信される。そして、監
視カメラでは、受信した調整値に基づいて駆動部が制御される。従って、監視カメラが設
置される場所の形態パターン又は監視カメラの動作パターンに応じて取得された調整値に
基づいて駆動部を制御することが可能となり、監視カメラの調整の作業効率を大幅に向上
することができる。
【００１４】
　また、前記駆動部は、前記監視カメラのフォーカス位置調整、ズーム位置調整、パン位
置調整、及びチルト位置調整の少なくとも１つを行うものであっても良い。かかる構成に
よれば、監視カメラが設置される場所の形態パターン又は監視カメラの動作パターンに応
じてサーバから送られた調整値に基づいて、フォーカス位置調整機能、ズーム位置調整機
能、パン位置調整機能、及びチルト位置調整機能のいずれかを行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、煩雑な作業を行うことなく、監視カメラの調整を行うことが可能な、
新規かつ改良された監視カメラシステム、監視カメラの調整方法を提供することが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
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なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる監視カメラ１００を示す模式図である。図１に示
す監視カメラ１００は、内部にレンズ装置１０を備えた小型の監視カメラであり、ブロー
ドバンド等を用いてインターネット回線に接続可能なＩＰカメラである。監視カメラ１０
０は、ドーム状の外観を有しており、基台６２、透明のケース部材６４、およびケース部
材６４の内部に設けられ、レンズ装置１０を覆うカバー部材６６を備えている。
【００１８】
　レンズ装置１０は、フォーカスリング１２、ズームリング１４を備えている。フォーカ
スリング１２を回動操作すると、レンズ装置１０が備えるフォーカスレンズ（群）１６が
駆動される。また、ズームリング１４を回動操作すると、レンズ装置１０が備えるズーム
レンズ（群）１８が駆動される。
【００１９】
　図２は、レンズ装置１０の構成を示す図であって、光軸Ｐに沿った断面を示している。
図１に示すように、レンズ装置１０は固定筒２０を備えている。固定筒２０の内部には、
前側（被写体側）にレンズ枠２２が配置されており、後側にレンズ枠２４が配置されてい
る。また、固定筒２０の外側には、フォーカスリング１２、ズームリング１４が配置され
ている。
【００２０】
　レンズ枠２２は、フォーカスレンズ（群）１６を保持する枠である。レンズ枠２２には
、その周面よりも突出する係合ピン２８が装着されている。一方、固定筒２０には、光軸
方向に直進溝３０が形成されており、係合ピン２８が直進溝３０に係合することによって
、レンズ枠２２およびフォーカスレンズ１６が、直進溝３０にガイドされて光軸方向に直
進移動するように構成されている。
【００２１】
　レンズ枠２４は、ズームレンズ（群）１８を保持する枠である。レンズ枠２４には、そ
の周面よりも突出する係合ピン３４が装着されている。一方、固定筒２０には、光軸方向
に直進溝３６が形成されており、係合ピン３４が直進溝３６に係合することによって、レ
ンズ枠２４およびズームレンズ１８が、直進溝３６にガイドされて光軸方向に直進移動す
るように構成されている。
【００２２】
　フォーカスリング１２は、レンズ枠２２が配置される部位において、固定筒２０の外周
面に回動可能に配置されている。フォーカスリング１２の内周面には、光軸に対して螺旋
状にカム溝３８が形成されている。レンズ枠２２に装着された係合ピン２８は、フォーカ
スリング１２のカム溝３８に係合する。従って、フォーカスリング１２を回動操作すると
、フォーカスリング１２のカム溝３８と固定筒２０の直進溝３０との交差位置が光軸方向
に変位するとともに、その交差位置に従って係合ピン２８、レンズ枠２２、およびフォー
カスレンズ１６が光軸方向に変位する。このように、フォーカスリング１２を回動操作す
ることによって、フォーカスレンズ１６の設定位置を調整してピント調整を行うことがで
きる。
【００２３】
　ズームリング１４は、レンズ枠２４が配置される部位において、固定筒２０の外周面に
回動可能に配置されている。ズームリング１４の内周面には、光軸に対して螺旋状にカム
溝４０が形成されている。レンズ枠２４に装着された係合ピン３４は、ズームリング１４
のカム溝４０に係合する。従って、ズームリング１４を回動操作すると、ズームリング１
４のカム溝４０と固定筒２０の直進溝３６との交差位置が光軸方向に変位するとともに、
その交差位置に従って係合ピン３４、レンズ枠２４、およびズームレンズ１８が光軸方向
に変位する。このように、ズームリング１４を回動操作することによって、ズームレンズ
１８の設定位置を調整して焦点距離（ズーム画角）を調整することができる。
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【００２４】
　フォーカスリング１２の外周には、ギヤ１２ａが設けられている。フォーカスリング１
２のギヤ１２ａには、後述するフォーカス駆動用のモータ１１０から駆動力が伝達される
。また、ズームリング１４の外周には、ギヤ１４ａが設けられている。ズームリング１４
のギヤ１４ａには、ズーム駆動用のモータ１１２から駆動力が伝達される。
【００２５】
　固定筒２０の後端部には、撮像素子ホルダ４４が装着されている。撮像素子ホルダ４４
には、基板４６が装着されている。基板４６にはＣＣＤ（撮像素子）４８が実装されてい
る。ＣＣＤ４８の前側にはシールゴム４９が設けられており、シールゴム４９の更に前側
にはローパスフィルタ（ＯＬＰＦ）５０が配置されている。ローパスフィルタ５０の前部
は、撮像素子ホルダ４４の保持部５２に当接している。また、ローパスフィルタ５０の更
に前側には、ＩＲカットフィルタ５４が配置されている。ＩＲカットフィルタ５４は、赤
外線をカットするフィルタと赤外線を透過するフィルタの２つを備えている。ＩＲカット
フィルタ５４が備える２つのフィルタの切り換えは、モータ（不図示）の駆動によって行
われる。
【００２６】
　本実施形態において、レンズ装置１０の撮像光学系は、フォーカスレンズ（群）１６及
びズームレンズ（群）１８によって構成され、被写体から入射した光束は、フォーカスレ
ンズ（群）１６及びズームレンズ（群）１８によって、ＣＣＤ４８上に結像される。なお
、本実施形態では前群レンズにフォーカス機能、後群レンズにズーム機能を持たせたが、
前群レンズにズーム機能、後群レンズにフォーカス機能を持たせても良い。
【００２７】
　図３は、監視カメラ１００が天井に取り付けられた状態を示す断面図である。レンズ装
置１０は、基台６２に対して回動可能に設けられた回転台６３に設置されている。基台６
２には、モータ６８が内蔵されており、モータ６８の回転軸に装着されたギヤ７０と、回
転台６３の内側に形成されたギヤ７２とが係合している。従って、モータ６８を駆動する
と、モータ６８の駆動力がギヤ７０、及びギヤ７２を介して回転台６３に伝達され、回転
台６３が中心線Ｃを回転軸として回動する。これにより、レンズ装置１０が回動し、レン
ズ装置１０のパンの位置を調整することができる。
【００２８】
　回転台６３には、支持部７４が設けられている。支持部７４には、回転軸７６が挿入さ
れている。そして、レンズ装置１０は、支持部７４に対して回転軸７６を中心として回動
可能に支持されている。支持部７４の近傍には、モータ７８が設置されている。また、レ
ンズ装置１０には、回転軸７６を中心とする円弧状のギヤ８０が固定されている。そして
、モータ７８の回転軸に装着されたギヤ８２と、レンズ装置１０のギヤ８０とが係合して
いる。従って、モータ７８を駆動すると、モータ７８の駆動力がギヤ８０、及びギヤ８２
を介してレンズ装置１０に伝達され、レンズ装置１０が回転軸７６を中心として回動する
。これにより、図３に示すθが変動し、レンズ装置１０のチルト位置を調整することがで
きる。
【００２９】
　図４は、本実施形態に係る監視カメラシステムを示す模式図である。図４に示すように
、本実施形態のシステムは、上述した監視カメラ１００と、サーバ２００とを備えており
、監視カメラ１００とサーバ２００はインターネットなどの通信回線網３００によって接
続されている。また、監視カメラ１００の機能を制御するため、監視カメラ１００にはコ
ントローラ４００が接続される。
【００３０】
　また、図４は、監視カメラ１００、サーバ２００、及びコントローラ４００の機能構成
ブロックを示している。図４に示すように、監視カメラ１００は、通信制御部１０２、ズ
ーム・フォーカス駆動制御部１０４、パン・チルト駆動制御部１０６、記憶部１０８を備
えている。通信制御部１０２、ズーム・フォーカス駆動制御部１０４、パン・チルト駆動
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制御部１０６などの各機能ブロックは、ハードウェアとしての演算処理部（ＣＰＵなど）
と、演算処理部の内部又は外部のメモリに格納されたコンピュータプログラム（ソフトウ
ェア）とを含むシステムによって構成することができる。また、監視カメラ１００で行わ
れる処理をＣＰＵに実行させるプログラムは、磁気ディスクなどの記録媒体に格納される
ことができる。
【００３１】
　通信制御部１０２は、サーバ２００へ情報を送信する送信部、サーバ２００から情報を
受信する受信部を含み、送信部、受信部の機能を制御する。ズーム・フォーカス駆動制御
部１０４は、フォーカスリング１２を駆動するモータ１１０と、ズームリング１４を駆動
するモータ１１２に接続されている。モータ１１０の回転軸には、フォーカスリング１２
のギヤ１２ａと係合するギヤが装着されている。また、モータ１１２の回転軸には、ズー
ムリング１４のギヤ１４ａと係合するギヤが装着されている。また、パン・チルト駆動制
御部１０６は、パン駆動用のモータ６８と、チルト駆動用のモータ７８に接続されている
。
【００３２】
　サーバ２００は、演算処理部２０２と、データを格納するデータベース２０４を有して
いる。サーバ２００は、監視カメラ１００へ情報を送信する送信部、監視カメラ１００か
ら情報を受信する受信部、データベース２０４から情報を抽出する抽出部等の機能ブロッ
クを含み、これらの機能ブロックは、ハードウェアとしての演算処理部（ＣＰＵなど）２
０２と、演算処理部の内部又は外部のメモリに格納されたコンピュータプログラム（ソフ
トウェア）とを含むシステムによって構成することができる。
【００３３】
　監視カメラ１００が店舗等の天井、壁面等に設置されると、ケース部材６４を取り外し
た状態で、フォーカス、ズーム、パン、チルトの調整が行われる。調整を行う際には、監
視カメラ１００がコントローラ４００に接続される。コントローラ４００は、表示部４０
２、操作入力部４０４を備えている。コントローラ４００としては、例えばノート型のパ
ーソナルコンピュータを用いることができるが、これに限られず、調整のための信号を監
視カメラ１００に送信できるものであれば良い。
【００３４】
　本実施形態のシステムでは、監視カメラ１００のフォーカス、ズーム、パン・チルトに
関する情報が通信回線網３００を介してサーバ２００から送信され、監視カメラ１００の
動作が制御される。以下、コンビニエンスストアなどの店舗に監視カメラ１００を設置す
る場合について説明する。店舗に監視カメラ１００を設置する場合、店舗内を領域毎に監
視するため、複数の監視カメラ１００が設置される。
【００３５】
　店舗内で各監視カメラ１００が監視する領域に合わせて、各監視カメラ１００のフォー
カス、ズーム、パン・チルトの位置が調整される。この際、１台の監視カメラ１００でフ
ォーカス、ズーム、パン・チルトの４種類の位置調整が必要となるため、各監視カメラ毎
にこれらの調整を行うこととすると、煩雑な作業が必要となる。
【００３６】
　図５は、コンビニエンスストア内の監視カメラ１００の配置を示している。図５の例で
は、６個の監視カメラ１００ａ～１００ｆが設置されている。このうち、監視カメラ１０
０ａは、入口の近傍に配置されている。また、監視カメラ１００ｂ，１００ｃ，１００ｄ
は、店内の隅に配置されている。また、監視カメラ１００ｅは、レジの近傍に配置され、
監視カメラ１００ｆは店内のほぼ中心部に配置されている。
【００３７】
　ここで、店舗の規模が同程度であり、陳列棚の配置が同様のコンビニエンスストアの場
合、店舗内における各監視カメラ１００の配置は、ほぼ同じとすることができる。例えば
、同一のフランチャイズチェーンのコンビニエンスストアでは、陳列棚の配置、レジの配
置が、複数の予め定められたパターンに従って行われる場合がある。このような場合、各
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パターンの配置毎に、監視カメラ１００の位置、および各監視カメラ１００が撮影する領
域は、ほぼ同一となる。従って、規模が同程度であり、店内の配置が相互に類似している
店舗では、監視カメラ１００の設置場所、および各監視カメラ１００のフォーカス、ズー
ム、パン、チルトの調整値を同一に設定することができる。
【００３８】
　このため、本実施形態では、通信回線網３００を介して、店舗の規模、店舗内の陳列棚
の配置、及び店舗内の監視カメラ１００の配置が類似している店舗を検索し、検索した店
舗内の形態パターンに応じて、各監視カメラ１００のフォーカス、ズーム、パン・チルト
の調整値を取得する。そして、店舗内に新たに設置した監視カメラ１００の調整を自動的
に行うようにしている。これにより、監視カメラ１００の設置の際に、調整のための作業
を最小限に抑えることが可能となる。
【００３９】
　図６は、検索の結果、サーバ２００から送られた店舗の情報をコントローラ４００の表
示部４０２に表示した状態を示している。ここでは、店舗の規模、陳列棚の配置等が異な
る６つの店舗Ａ～Ｆが表示されている。また、各店舗Ａ～Ｆに対応して、監視カメラ１０
０の配置位置が表示されている。
【００４０】
　店舗に設置した監視カメラ１００を調整する場合、コントローラ４００の表示部４０２
に表示された各店舗Ａ～Ｆの中から、店舗の規模、陳列棚の配置、及び監視カメラ１００
の設置位置が類似する店舗を選択する。店舗が選択されると、店舗に配置されている各監
視カメラ１００の調整値（フォーカス、ズーム、パン・チルト）が、通信回線網３００を
介して監視カメラ１００へダウンロードされる。ダウンロードした情報は、監視カメラ１
００の記憶部１０８に記憶される。
【００４１】
　そして、調整値に基づいて、フォーカス・ズーム駆動制御部１０４により、モータ１１
０，１１２が駆動される。また、調整値に基づいて、パン・チルト駆動制御部１０６によ
り、モータ６８，７８が駆動される。これにより、フォーカス、ズーム、パン・チルトの
位置が、データベース２０４に登録された最適な位置に調整される。従って、各監視カメ
ラ１００を個別に調整することなく、サーバ２００に登録された類似の形態の店舗の調整
値を用いて、各監視カメラ１００のフォーカス、ズーム、パン・チルトの位置を最適な位
置に調整することができる。
【００４２】
　図７は、店舗内に設置した３つの監視カメラ１００ａ，１００ｂ，１００ｃと、サーバ
２００とが接続された様子を示している。図７に示すように、３つの監視カメラ１００ａ
，１００ｂ，１００ｃには、店舗内における配置位置を示すＩＤが付されている。ＩＤは
、各監視カメラ１００の記憶部１０８に記憶されている。
【００４３】
　サーバ２００のデータベース２０４には、店舗内における監視カメラ１００の位置を示
すＩＤと、その監視カメラ１００の調整値とが対応付けられて記憶されている。表示部４
０２に表示された各店舗Ａ～Ｆの中から特定の店舗を選択すると、サーバ２００からは、
各監視カメラ１００の調整値と、監視カメラ１００の店舗内の位置を示すＩＤとが対応付
けられた状態で送信される。監視カメラ１００の通信制御部１０２では、サーバ２００か
ら送信された各調整値に付されたＩＤと、記憶部１０８に記憶されているＩＤとの間で認
証が行われる。そして、認証が成立した場合は、調整値が監視カメラ１００にダウンロー
ドされる。従って、監視カメラ１００は、店舗内の位置に応じた調整値を取得することが
できる。各監視カメラ１００は、通信制御部１０２によってサーバ２００から送られた調
整値を受信し、記憶部１０８にダウンロードする。フォーカス・ズーム駆動制御部１０４
、およびパン・チルト駆動制御部１０６は、調整値に基づいて、モータ６８，７８，１１
０，１１２を制御する。
【００４４】
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　従って、類似した形態の店舗の情報をサーバ２００からダウンロードすることで、各監
視カメラ１００毎にフォーカス、ズーム、パン・チルトを調整する必要がなくなり、煩雑
な作業が不要となる。従って、作業効率が向上し、調整を短時間で完了させるとともに、
調整のためのコストを最小限に抑えることが可能となる。
【００４５】
　なお、上述した手法により、複数の監視カメラ１００を調整した後、さらに各監視カメ
ラ１００毎にフォーカス、ズーム、パン・チルトを微調整しても良い。
【００４６】
　また上述の説明ではコンビニエンスストアの店舗を例に挙げたが、大型量販店、デパー
トなどへ監視カメラシステムを導入する場合も同様の手法で行うことができる。この場合
、監視カメラシステムが大規模になり、監視カメラ１００の台数も多くなるため、本実施
形態の手法を適用することでシステム構築にかかる作業効率、コストを大幅に削減するこ
とが可能となる。
【００４７】
　また、サーバ１００からは、上述した調整値以外にも、監視カメラ１００の設定に関す
る他の情報を受信することが可能である。図８は、サーバ２００のデータベース２０４に
格納された、監視カメラ１００の動作パターンに関する情報を示している。この動作パタ
ーンは、時系列に監視カメラ１００に所定の動作をさせる場合に適用されるものである。
【００４８】
　図８の動作パターンＡでは、先ず最初の１分間に、ズームが広角に設定され、パンが０
°、チルトがθ＝９０°に設定される（ステップ１）。ここで、パンの角度は所定の基準
方向に対する角度である。また、チルトの角度θは、図３に示すように、水平方向に対す
る角度である。
【００４９】
　次の２分間では、ズームが標準の位置に駆動され、パンが０°から３６０°へ変化し、
回転台が１回転する。また、チルトはθ＝４５°に設定される（ステップ２）。次の１分
間では、ズームが望遠に設定され、パンが０°から４５°へ変化し、チルトが７０°に設
定される（ステップ３）。以降、ステップ１～ステップ３の動作が繰り返される。
【００５０】
　また、動作パターンＢでは、先ず最初の２分間に、ズームが標準に設定され、パンが０
°と１８０°の間で変化し、チルトがθ＝４５°に設定される（ステップ１）。次の２分
間では、ズームが望遠の位置に駆動され、パンが０°に設定され、チルトがθ＝６５°に
設定される（ステップ２）。次の１分間では、ズームが望遠に設定され、パンが０°から
１８０°の間で変化し、チルトが７０°に設定される（ステップ３）。次の２分間では、
ズームが広角に設定され、パンが０°に設定され、チルトが９０°に設定される（ステッ
プ４）。
【００５１】
　そして、図６の場合と同様に、図８に示す複数のパターンがコントローラ４００の表示
部４０２に表示される。そして、１つの動作パターンを選択すると、選択された動作パタ
ーンのデータが監視カメラ１００にダウンロードされる。
【００５２】
　ダウンロードされた情報は、監視カメラ１００の記憶部１０８に格納される。ズーム・
フォーカス駆動制御部１０４、パン・チルト駆動制御部１０６は、記憶部１０８に格納さ
れたデータに基づいて、各モータ１１０，１１２，６８，７８の駆動を制御する。従って
、各監視カメラ１００に動作パターンを記憶させるための煩雑な作業が不要となり、作業
効率を大幅に向上することが可能となる。
【００５３】
　以上説明したように本実施形態によれば、サーバ２００から送られた情報に基づいて監
視カメラ１００を調整することが可能となる。従って、店舗内に複数の監視カメラ１００
を設置する場合などにおいて、複数の監視カメラ１００のそれぞれを調整する必要がなく
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【００５４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施形態にかかる監視カメラを示す模式図である。
【図２】レンズ装置の構成を示す図であって、光軸Ｐに沿った断面を示す模式図である。
【図３】監視カメラが天井に取り付けられた状態を示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る監視カメラシステムを示す模式図である。
【図５】コンビニエンスストア内の監視カメラの配置を示す模式図である。
【図６】サーバから送られた店舗の情報をコントローラの表示部４０２に表示した状態を
示す模式図である。
【図７】店舗内に設置した３つの監視カメラと、サーバとが接続された様子を示す模式図
である。
【図８】サーバのデータベースに格納された、監視カメラの動作パターンに関する情報を
示す模式図である。
【符号の説明】
【００５６】
　６８，７８，１１０，１１２　　モータ
　１００　　監視カメラ
　１０２　　通信制御部
　１０４　　ズーム・フォーカス駆動制御部
　１０６　　パン・チルト駆動制御部
　２００　　サーバ
　２０４　　データベース
　３００　　通信回線網
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